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第１章 児童相談所設置基本計画の策定にあたって 

1. 策定の目的 

近年、子どもや家庭をめぐる問題が複雑化・多様化しており、全国的に児童虐待相談対応件数が増

加傾向にあることに加え、深刻な児童虐待事例も依然として発生しています。このような状況を踏ま

え、本市では、令和５年９月に、子どもや保護者に緊急かつ、より専門的な対応を行えるよう、児童相談

所を設置することを表明しました。これまで本市が行ってきた児童虐待予防や早期発見のための相談

に加え、一時保護や措置の機能をもって、虐待予防から早期対応、子どもの自立支援に至るまで一貫

して本市が担えるよう、児童相談所の設置に向けた準備を進めています。 

本計画は、本市の児童相談所の基本的な考え方や目指すべき姿を示すとともに、施設整備の方針や

開設に向けた課題等を整理することを目的として策定しました。 

図表 1 児童相談所設置に向けた本市の取組 

令和５年９月 児童相談所の設置を表明 

令和７年２月 児童相談所基本計画の作成を表明 

令和７年３月 児童相談所設置に向けたロードマップを作成 

 

2. 上位計画との関連 

本計画は、「枚方市総合計画」、「枚方市地域福祉計画」及び「枚方市子ども・若者総合計画」を上位計

画として位置付けます。「枚方市子ども・若者総合計画」では、施策の推進方向として、児童相談所の設

置に向けた準備とともに、社会福祉法人による児童養護施設の設置検討を進めることを掲げています。 

また、児童福祉に関する各法令や国の政策とともに、「枚方市人権尊重のまちづくり基本計画」等、

関連する各計画とも整合を図ります。 

図表 2 上位計画との関係 

 

 

整

合 〇児童福祉法 

〇児童相談所運営指針 

〇一時保護施設の設備及び 

運営に関する基準  など 

枚方市総合計画  

〇枚方市地域福祉計画 

〇枚方市子ども・若者総合計画 

枚方市児童相談所設置基本計画 

〇枚方市人権尊重のまち 

づくり基本計画 

〇枚方市障害児福祉計画   

など 
整合 根拠  
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3. 計画と SDGs の関係 

SDGｓ（持続可能な開発目標）が掲げる「誰一人取り残さない」という理念は、第５次枚方市総合計画

の「めざすまちの姿」で掲げている「持続的に発展し、一人ひとりが輝くまち」との親和性が高いことか

ら、本市では、SDGｓの各ゴールと総合計画の施策目標を紐づけて、取り組みを進めています。 

本計画においては、SDGｓが示す１７のゴールのうち、次の９つを主なゴールとして SDGｓ達成に

向けた取り組みを推進していきます。 

 

4. 計画策定に向けた意見聴取 

（１）子どもからの意見聴取 

 １０月２５日 児童養護施設において小学生から高校生までの１６人に意見を聞きました。 

 ・児童相談所の職員、設備等について 

 ・一時保護施設の職員の子どもへの接し方、子ども同士の関係性、遊び、ルール、学習等について 

 ・どんな一時保護施設であれば良いか 

 

（２）児童養護施設職員からの意見聴取 

１０月２４日 児童養護施設の職員１２人から意見を聞きました。 

・児童相談所の職員、関係機関との連携等について 

・一時保護施設の設備や支援等について 

 

（３）禁野小学校区コミュニティ主催秋祭りにおけるアンケート     

10月 11日 １６０人から回答を得ました。 

・新しい児童相談所がどんなところであれば良いか（考え方、職員、施設整備について） 

 

（４）各審議会からの意見聴取 

青少年問題協議会、社会福祉審議会 子ども・子育て専門分科会及び児童福祉専門分科会 

 

（５）パブリックコメント 

   １２月１２日から１月８日まで実施しました。公表意見提出者数は１５人、公表意見数は３６件でした。 
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第２章 児童虐待対応等の現状等 

1. 児童虐待対応等に関する全国的な動向 

（１）法改正の流れ 

全ての子どもは「児童の権利に関する条約」の精神に則り、適切な養育を受け、健やかな成長、発達

や自立を保障される権利があります。国では、子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止

に向けた法の整備を行ってきました。平成１６年の児童福祉法の改正では、中核市においても児童相

談所の設置が可能となり、子どもや保護者への支援体制は一層強化されることとなりました。 

図表 3 児童福祉法改正の流れ 

平成 12年 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）の成立 

平成 16年 児童虐待防止法・児童福祉法の改正 

・中核市においても児童相談所の設置が可能となった 

・市町村も虐待通告窓口として位置付けられた 

・要保護児童対策地域協議会が法定化された 

平成28年 児童福祉法の改正 

・市町村において、「子育て世代包括支援センター」及び「子ども家庭総合支援拠点」の設置

が努力義務化された 

令和元年 児童虐待防止法・児童福祉法の改正 

・中核市及び特別区における児童相談所設置のため、支援措置が明確に規定された 

令和4年 児童福祉法の改正 

・市区町村において「こども家庭センター」の設置が努力義務化された 

・児童相談所等における児童の意見聴取等の仕組みの整備が義務化された 

・一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入が規定された 

 

 

 

 

 

  



4 

（２）児童虐待対応の全国的な状況 

全国の総人口は減少傾向にあり、児童人口も減少している状況ですが、児童虐待相談対応件数は増

加傾向にあります。令和６年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は 223,691 件で、平成

2７年度の 103,286件から倍増している状況です。 

図表 4 全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移 

 

出典：こども家庭庁HP 

（３）中核市の動向 

平成１６年の児童福祉法改正により、中核市においても児童相談所の設置が可能となりました。令和

８年３月時点で、児童相談所を既に開設している又は設置を予定している中核市は以下の通りです。

大阪府内では、豊中市が令和７年４月に児童相談所を開設しました。本市は最短で令和12年度の開設

を目標としています。 

図表 5 児童相談所設置済み・設置予定の中核市 

設置済み 設置予定 

自治体名 開設時期 自治体名 開設予定時期 

金沢市 平成１８年４月 尼崎市 令和８年４月 

横須賀市 平成１８年４月 船橋市 令和８年７月 

明石市 平成３１年４月 柏市 令和８年度 

奈良市 令和４年４月 鹿児島市 令和１０年度 

豊中市 令和７年４月 宮崎市 令和１１年度 

高崎市 令和７年１０月 東大阪市 令和１２年度 

 宇都宮市 令和１２年度 

103,286

122,575 
133,778 

159,838 

193,780 
205,044 207,660 

214,843 
225,509 223,691

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（年度）
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2. 本市における児童家庭相談支援体制 

（１）「子ども家庭センター（児童相談所）」と「まるっとこどもセンター（こども家庭センター）」 

本市における児童家庭相談支援は、大阪府が児童福祉法上の児童相談所として設置する子ども家

庭センターと、児童福祉法上のこども家庭センターとして本市が設置する枚方市まるっとこどもセンタ

ーが連携して行っています。 

児童相談所は、１８歳未満の子どもの権利擁護を図り、子どもや家庭を支援するため、以下の4つの

機能を有しています。 

図表 6 児童相談所の機能 

市町村援助機能 市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡調整、

市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行う 

相談機能 子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必

要とするものについて、必要に応じて、子どもの家庭、地域状況、生活歴や

発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、診断、判定

（総合診断）し、それに基づいて援助指針を定め、自ら又は関係機関等を活

用し一貫した子どもの援助を行う 

一時保護機能 必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する 

措置機能 子ども又はその保護者を児童福祉司等に指導させ、又は子どもを児童福

祉施設、指定医療機関に入所させ、又は里親に委託する等 

 

こども家庭センターは、母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を通じて、全ての妊産婦、

子育て世帯、子どもへの切れ目のない相談支援を行う機能を有する機関です。令和4年6月の児童

福祉法改正により、市町村はこども家庭センターの設置に努めることが求められるようになりました。

こども家庭センターは、児童相談所と緊密に連携して子どもの課題を把握するとともに、市町村の持

つ様々な資源による支援メニューにつなぐことで児童福祉の向上を図ります。 

図表 7 こども家庭センターの機能 

一体的支援 母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営することにより、必要な支援

を、切れ目なく、もれなく提供する 

 母子保健機能 妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支援を行う 

児童福祉機能 子どもとその家庭（妊産婦を含む）の福祉に関する包括的・継続的な支援を

行う 

参考：こども家庭庁「児童相談所運営指針」 
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サポートプランの作成 支援の必要度が高い妊産婦・子ども及びその家庭の課題・ニーズに応える

ため、母子保健・児童福祉それぞれの専門性を活かして解決のための支援

等を検討し、対象者が支援内容を理解した上で円滑な支援を受けられるよ

うに「サポートプラン」として作成する 

「サポートプラン」に沿った支援が適切に提供されるよう関係機関のコーデ

ィネートを行い、変化する家庭の状況に応じた支援内容の見直し等を含め

た継続的なマネジメントを実施する 

地域資源の開拓 子育て等さまざまな悩みについて気軽に相談できるよう、妊産婦や子ど

も、子育て世帯への支援を行う団体などとの連携を強化するとともに、地

域資源のさらなる把握に努め、複雑化・多様化する家庭環境などに対応で

きる相談・支援体制を強化する 

 

図表 8 こども家庭センターの概要 

 
出典：こども家庭庁HP 
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（２）本市における支援体制 

①大阪府子ども家庭センター（児童相談所） 

大阪府では、府内6か所に児童相談所として大阪府子ども家庭センターを設置しており、枚方市 

は、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市とともに、寝屋川市に設置されている大阪

府中央子ども家庭センターの管轄にあります。 

一時保護施設は府内３か所に設置されており、枚方市の子どもは、一時保護決定後、そのいずれ

かの一時保護施設、もしくは、乳児院等への委託により一時保護されます。 

図表 9 大阪府内の児童相談所（子ども家庭センター） 

②まるっとこどもセンター（こども家庭センター） 

令和４年６月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和 4 年法律第 66 号）におい

て、子育て世帯への包括的な支援体制の強化等を図るため、市区町村において、妊産婦や子ども、

子育て世帯へ一体的に相談支援を行う機能を有するこども家庭センターの設置が努力義務化され

ました。これを受け、本市では、令和６年４月に、こども家庭センターとして「まるっとこどもセンター」

を設置しました。 

まるっとこどもセンターでは、市民の身近な相談窓口として、妊娠から子育てに関する様々な相

談を受け、多様な専門職による切れ目のない支援を提供しており、その中で、児童虐待の予防・早期

発見、児童虐待の通告窓口としての機能も果たしています。また、要保護児童対策地域協議会として

設置している「枚方市子どもの育ち見守り連携会議」の調整機関としての役割も担っています。 

 

出典：大阪府データ 
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③大阪府中央子ども家庭センターとまるっとこどもセンターが担う役割 

大阪府中央子ども家庭センターとまるっとこどもセンターは、ともに児童家庭相談や虐待通告対

応を行っており、緊急性の高い場合や虐待の程度が比較的重い場合は、一時保護機能や措置機能を

持つ大阪府中央子ども家庭センターが対応しています。 

まるっとこどもセンターでは、地域の資源を活用し、発生予防のための取組や虐待の程度が比較

的軽いケースを対応しており、リスクが高く、介入や保護等が必要と考えられる場合には大阪府中央

子ども家庭センターにつないでいます。また、一時保護や措置解除後に家庭に戻る子どもやその家

庭のサポート・見守り等を行っています。 

 

3. 虐待相談対応等相談支援の状況 

（１）枚方市の人口の推移 

本市における人口推移によると、総人口は減少傾向にあり、令和７年４月1日現在で 391,645人

となっており、令和元年の401,397人に比べ、約2.４％減少しています。 

本市の 18 歳未満の人口は、令和７年４月 1 日現在で 56,721 人となっており、令和元年の

63,085人に比べ、約 10.1％減少しています。 

 

（２）大阪府中央子ども家庭センターにおける枚方市の状況 

①児童相談の状況 

児童相談所では、虐待・障害・非行等、子どもの育ちに関する様々な相談を受けています。大阪府

中央子ども家庭センターにおける本市の児童相談受付件数の内訳としては、虐待相談が最も多く、

毎年度、全体の4割から5割程度を占めています。 

図表 10 大阪府中央子ども家庭センター（枚方市分）の児童相談受付件数 

 

出典：大阪府データ 

  

虐待 その他

令和２年度 891 99 0 635 19 144 77 1,865

令和３年度 862 151 1 761 22 140 76 2,013

令和４年度 886 184 0 769 38 144 34 2,055

令和５年度 878 148 0 648 24 70 33 1,801

令和6年度 1,031 113 0 592 21 50 40 1,847

計
養護

保健 障害 非行 育成 その他
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②虐待相談対応の状況 

大阪府中央子ども家庭センターにおける本市の虐待相談対応件数は、令和６年度は９５９件となっ

ており、令和２年度以降、大阪府中央子ども家庭センター全体の対応件数の４分の１程度で推移して

いる状況です。 

図表 11 大阪府中央子ども家庭センターにおける虐待相談対応件数 

 

 

  

3,731

3,074
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0
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2,000
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R２ R３ R４ R５ R6

中央子ども家庭センター うち枚方市分
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（年度）

出典：大阪府データ 
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③一時保護件数 

大阪府子ども家庭センターでは、児童福祉法第３３条の規定に基づき、児童虐待のおそれがある

とき、その他内閣府令で定める場合であって、必要があると認められるときに、子どもの安全を確

認し適切な保護を図った上で、子どもの心身の状況や養育環境等を把握するため、子どもを一時保

護施設で、または児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、里親等への委託により、一時保護をして

います。 

大阪府中央子ども家庭センターが対応した本市の子どもの一時保護件数は、令和４年度は１２７件、

令和5年度は前年度から１６件減の１１１件、令和6年度は前年度から６件増の１１７件となっており、

年度によって件数が増減している状況です。本市の子どもの一時保護の４割程度が委託により行わ

れています。 

図表 12 大阪府中央子ども家庭センターにおける一時保護件数（枚方市分） 

 
出典：大阪府データ 

一時保護と一時保護委託について、年齢別でみると、乳幼児は、委託による一時保護が多くなって

います。これは、一時保護施設では、体制上、乳児の受け入れをしていないこと、また、一時保護ガイド

ラインにおいて、「乳幼児の一時保護については、愛着形成において重要な時期であることを踏まえ、

家庭養育優先原則を十分に踏まえる必要がある」とされていることから、里親及び乳児院に委託して

いるためです。本市での一時保護においても、同様の対応が行えるよう一時保護委託先の確保が求め

られます。 

なお、大阪府の一時保護施設は、定員数の 8 割から 9 割にあたる子どもが年間を通じて一時保護

されています。また、令和６年度において、本市の子どもの一時保護が幼児６人、学齢児２１人の計２７

人となった日もあり、本市における一時保護施設の設置にあたっては、一時保護を必要とする子ども

を本市の一時保護施設で受け入れられる定員とする必要があります。  
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図表 13 大阪府中央子ども家庭センターにおける、一時保護施設での一時保護件数（年齢別・枚方市分） 

 
出典：大阪府データ 

 

 

図表 14 大阪府中央子ども家庭センターにおける、委託による一時保護件数（年齢別・枚方市分） 

 

出典：大阪府データ 
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④施設・里親等の在籍児童数 

   様々な事情により家庭で暮らすことができない子どもを公的な責任で保護・養育する「社会的養

護」の施設・里親等に在籍する本市の子どもは、毎年度１００人を超えています。社会的養護を必要と

する子どもの一時保護の長期化を防ぎ、適切な環境で生活できるよう、社会的養護の体制を確保す

る必要があります。 

図表 15 施設・里親等の在籍児童数（枚方市分） 

出典：大阪府データ 

 

※ 各施設等の役割 

乳児院 ：保護者の養育が困難な乳児を養育するとともに、保護者や里親の支援を行う。 

児童養護施設 ：保護者の養育が困難な子どもを養育するとともに、自立支援を行う。 

児童自立支援施設 ：非行等生活指導が必要な子どもに生活や学習等を指導し自立を支援する。 

児童心理治療施設 ：心理的問題により生活に支障のある子どもに心理治療・生活指導等を行う。 

ファミリーホーム ：保護者の養育が困難な５人ないし６人の子どもを養育者の家庭に迎え入れて養

育する。 

自立援助ホーム ：児童自立生活援助事業として、義務教育を修了し、利用を希望する若者に生活

の場を提供し、自立を援助する。令和６年度から、自立援助ホームに加え、児童養

護施設や里親の居宅等においても同事業を実施することとなった。 

福祉型障害児入所施設 ：障害のある子どもを保護し、日常生活における基本動作や独立自立に 

必要な知識技能習得のための支援を行う。 

医療型障害児入所施設・指定発達支援医療機関 ：障害のある子どもを保護し、日常生活における 

 基本動作や独立自立に必要な知識技能習得のための支援並びに治療を 

 行う。 

 

  

乳児院
児童養護
施設

児童自立
支援施設

児童心理
治療施設

里親
ファミリー
ホーム

自立援助
ホーム

福祉型障害
児入所施設

医療型障害
児入所施設

指定発達支
援医療機関

計

令和２年度 9 60 2 3 5 4 3 15 4 0 105

令和３年度 8 66 3 3 4 3 2 17 2 0 108

令和４年度 7 67 3 3 8 2 2 18 3 0 113

令和５年度 4 72 5 5 4 1 2 21 9 0 123

令和６年度 4 71 2 7 3 1 4 18 2 0 112
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⑤登録里親数 

里親とは、様々な事情で家庭を離れて生活しなければならない子どもを、家庭に受け入れて養育

することを希望し、都道府県知事（児童相談所を設置する自治体を含む）が、深い愛情と正しい理解

を持って養育する里親として認め、登録した者です。里親には、以下の４つの種類があります。 

養育里親 ：事情があって家庭で育てられない子どもを、家庭に戻るまで、もしくは自立する

までの一定期間養育する里親 

専門里親 ：養育里親のうち、虐待や非行、障害などの理由により専門的な援助を必要とする

子どもに対し、経験と専門知識を生かし、家庭で養育する里親（一定の要件と専門

里親養成研修の受講が必要） 

親族里親 ：両親が死亡、行方不明等の事情により子どもを養育できなくなったとき、祖父母

や兄・姉など子どもの親族で養育する里親 

養子縁組里親 ：親が養育できない子どもを養子縁組することを前提に養育する里親 

 

令和６年度時点の枚方市域の登録里親数は１３人で令和 2年度から 4人の増加となっています。

このうち被虐待児童や非行等の問題を有する児童、身体障害児や知的障害児など、一定の専門的ケ

アを必要とする児童を養育する専門里親の登録はなく親族里親、養子縁組里親についてはほぼ横

ばいの状況です。子どもの家庭養護を推進するため、新たに里親を開拓し登録里親数を増やしてい

く必要があります。 

図表 16 枚方市域の登録里親数（年度末現在） 

 

出典：大阪府データ 

年度 養育里親 専門里親 親族里親 養子縁組里親 合計

令和２年度 6 0 0 3 9

令和３年度 7 0 1 3 11

令和４年度 8 0 1 2 11

令和５年度 11 0 1 2 14

令和６年度 10 0 1 2 13
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⑥療育手帳判定件数 

療育手帳は、知的障害のある人への一貫した相談・支援を行うとともに、様々なサービスを受けや

すくするため、昭和48年に定められた国の制度です。 

１８歳未満の児童の療育手帳については、現在、本市の担当窓口で申請書を受理した後、本市が大

阪府中央子ども家庭センターに判定を依頼し、その判定結果をもとに交付されます。大阪府中央子

ども家庭センターでは、面接と心理検査が行われ、大阪府障がい者自立相談支援センターが判定結

果をもとに療育手帳の交付手続きを行い、本市の担当窓口で受け取る流れになっています。本市の

児童相談所の設置により、療育手帳の判定にかかる業務は大阪府から本市に移譲されます。 

大阪府中央子ども家庭センターが実施した枚方市分の療育手帳の令和６年度の判定件数は、

450件となっており、新規・更新ともに、令和２年度から増加しています。 

図表 17 大阪府中央子ども家庭センターによる療育手帳判定件数（枚方市分） 

 

出典：大阪府データ 
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（３）まるっとこどもセンターにおける状況 

①家庭児童相談の受付状況 

まるっとこどもセンターが対応した家庭児童相談の令和４年度から令和６年度の受付件数は、

1,562 件から 1,664 件に増加しています。内訳としては、虐待相談が最も多く、全体の 5 割程度

を占めています。 

図表 18 まるっとこどもセンターにおける家庭児童相談の受付件数 

 

※令和３年度までは継続支援件数に新規受付件数を加えて算出していたが、令和4年度より、年度中に新規
受付した件数のみをカウントする統計処理方法に変更したため、令和２年度、令和3年度は参考値として
掲載 

②児童虐待相談対応の状況 

まるっとこどもセンターが対応した児童虐待相談対応件数は、令和４年度からみると増加傾向にあ

り、虐待相談に対する専門性が求められている状況です。 

図表 19 まるっとこどもセンターにおける児童虐待相談対応件数 

 
※令和３年度までは継続支援件数に新規受付件数を加えて算出していたが、令和4年度より年度中に新規
受付した件数のみをカウントする統計処理方法に変更したため、令和２年度、令和3年度は参考値として
掲載 

虐待 その他

令和２年度 1,409 154 1 129 9 888 55 2,645

令和３年度 1,443 134 0 168 12 898 48 2,703

令和４年度 793 78 1 94 4 544 48 1,562

令和５年度 881 99 0 85 6 580 38 1,689

令和６年度 966 106 2 72 9 479 30 1,664
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（４）児童虐待等への今後の取り組み 

大阪府中央子ども家庭センター及びまるっとこどもセンターにおける児童虐待相談件数は増加傾向

にあり、全体の相談件数は、ほぼ横ばいで推移しています。 

今後も、人口や児童数は、引き続き緩やかな減少が続く見込みですが、相談内容は複雑化・多様化し

ている状況です。人口減少が進行する中においても、増加する虐待相談などに適切に対応するために

は、子どもの権利擁護機関であり、より専門性の高い児童相談所を本市が設置することにより、さら

なる支援体制の構築を図ります。 

 

4. 児童相談所設置後の効果 

（１）地域資源を最大限活用した支援体制の構築 

本市は、地域に密着し地域住民の情報やニーズ、課題等を、より直接的に把握することができる多く

の行政サービス・福祉サービス・子育て支援サービスをはじめ、公民を問わず、様々な地域資源（人材・

施設・財源等）を持っています。 

本市に児童相談所を設置することで、支援が必要な子どもや家庭のリスクやニーズを迅速に、かつ

的確に把握した上で、市が持つ地域資源を最大限に活用して、迅速かつきめ細やかで一貫した支援を

行うことが可能となります。 

 

（２）児童相談所の設置による専門性・支援の質の向上 

本市における児童相談受付件数は、近年大きな増加傾向は見られないものの、大阪府中央子ども家

庭センターでは各年度約２，０００件、まるっとこどもセンターでは約１，５００件で推移しており、子ども

や家庭における支援ニーズが継続的に存在している状況にあると推察されます。 

本市に児童相談所を設置することで、市としてより専門性の高い支援機能を持つことになります。

児童相談所とまるっとこどもセンターが連携して子どもや家庭の支援を行うことで、まるっとこども

センターとしても、より質の高い支援の提供が可能になります。 

 

（３）切れ目のない迅速な支援体制の実現 

現在、本市の子ども家庭相談は大阪府中央子ども家庭センターとまるっとこどもセンターが連携し

て対応しており、より専門的な対応が必要なケースや、一時保護・措置については大阪府中央子ども家

庭センターが担っています。そのため、市として一時保護や措置が必要と判断した場合に、情報共有や

調整のために時間を要する場合があります。 
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本市に児童相談所を設置することで、これまで大阪府中央子ども家庭センターとまるっとこどもセ

ンターがそれぞれ担っていた役割を全て市が担うこととなるため、リスク予防、早期発見や対応、危機

介入や一時保護、家庭復帰や自立に向けた支援を市の判断で行うことが可能となり、本市が必要だと

考える支援を切れ目なく迅速に行うことができることになります。 

 

（４）一時保護後や措置の子どもや家庭を支える支援の充実 

本市が児童相談所を設置することにより、一時保護中に子どもの状態や養育環境を把握し、子ども

と保護者の意向や意見を踏まえた上で、一時保護解除後の家庭や地域での生活におけるサポート・見

守り等を、まるっとこどもセンターとの連携により行えるようになるため、さらに切れ目のない一貫し

た支援を行うことができるようになります。 

また、児童養護施設等への入所や里親委託等の措置後の保護者への支援や親子関係再構築に向け

た支援等、子どもが家庭復帰できる環境を整えていく支援を児童相談所において充実させるととも

に、地域の資源を活用しつつ、地域におけるサポートや見守り等の体制をつくっていけるよう、まるっ

とこどもセンターの機能もより充実させていく必要があります。また、家庭養護推進の観点から里親

の登録数を増やしていく等、さらに切れ目のない、一貫した支援が行えるようにするための社会的養

育体制の整備に取り組んでいく必要があります。 

図表 20 本市児童相談所設置後の支援体制のイメージ 

相談支援体制（イメージ）

ポピュレーション ハイリスクアプローチ＊
アプローチ＊ 特定妊婦＊＊ 養護相談

まるっとこどもセンター

児童相談所

・妊娠から出産、産後の相談
・乳幼児の子育て相談
・18歳未満の子育てや親子関係の相談
・ひとり親や若者等幅広い相談

・虐待や非行など緊急対応や子ども家庭福
祉の高い専門性を必要とする相談支援
・一時保護、施設入所や里親委託等の措置
・法的対応

低 リスクレベル 高

要保護（中度～最重度）要保護（軽度）要支援

発生予防 重篤化予防（早期発見・対応） 危機介入・一時保護・措置

子どものケア・意見表明支援
地域におけるサポート・見守り体制等の構築 保護者支援・親子関係再構築支援

切れ目のない一貫した支援

家庭・地域生活への移行・自立 等
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＊「ポピュレーションアプローチ」とは、ここでは、妊娠期からの切れ目のない支援につながる、子育て家庭全体を対象にした、

妊娠届出面接や乳幼児健康診査等を通じた保護者と支援者の信頼関係の構築をめざしたアプローチを示します。一方、ポピ

ュレーションアプローチで気にかかる、支援が必要なハイリスク層の親子に、家庭児童相談と連携して、保護者と一緒に支援プ

ランを考え確実に支援を届けるアプローチを「ハイリスクアプローチ」と言います。 

＊＊「特定妊婦」とは、児童福祉法第 6条の３第 5項において「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に

必要と認められる妊婦」と規定され、全国で約8,000人いると言われ、その数は年々増加傾向にあります。特定妊婦は、母子

の医学的なリスクだけでなく、子どもを育てる環境にリスクを抱えています。具体的には、望まない妊娠やパートナーの DV、

頼れる人がおらず孤独感を抱いている、深刻な経済的な問題、精神疾患やうつ病の治療歴があるなどの状況にあり、妊娠期

から出産後、乳幼児健康診査の各時期において伴走した支援が必要です。個別の生活環境をふまえた支援を行うことにより

援助関係が深まり、親子が支援機関につながり、保護者自身がサービスを選択できるようになります。 

 

（5）市民の利便性の向上 

まるっとこどもセンターは、妊娠から出産、子育て全般の幅広い相談ニーズに対応しています。これ

に加え、新たに児童相談所が市内に設置されることで、内容に応じた身近な相談先の選択肢が広がり、

必要な支援にアクセスしやすくなるなど、利便性の向上につながります。 
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第３章 本市がめざす児童相談所 

1. 枚方市児童相談所の基本理念・基本方針 

（１）基本理念 

 

 

令和７年３月に、子ども・若者、子育て施策を総合的かつ強力に推し進め、さらなる施策の充実を図

るため、「枚方市子ども・若者総合計画」を策定しました。この計画はこども基本法に基づく市町村こど

も計画として、「子どもを守る条例」の理念を踏まえ、策定しました。 

児童相談所の取り組みは、一時保護や措置権限により、速やかな安全確保や支援を行い、子ども・若

者の心身の健やかな成長を保障すること、加えて、本計画は「枚方市子ども・若者総合計画」を上位計

画として位置付けていることから、「枚方市子ども・若者総合計画」の基本理念である「子ども・若者が

笑顔で健やかに成長できるまち枚方」を本計画の基本理念とします。 

また、児童相談所の設置は、「子どもを守る条例」が目指す、次世代を担う子どもの幸せを第一に考

え、子どもを一人の人間として尊重し、すべての子どもの権利や自由が最大限尊重される社会を実現

するための取り組みの一つであることから、条例第３条にある、市における子ども・子育て支援に関す

る以下の①から③の基本理念も踏まえながら、児童相談所の取り組みを進めます。 

 

①一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考慮すること 

子どもの生活や成長にさまざまな影響を及ぼす養育環境や養育上の課題が深刻化する中、子ど

もを保護の対象としてとらえるだけでなく、権利の主体である子どもの意見・意向を踏まえた「最善

の利益」を第一に考慮します。 

児童相談所として、児童の権利に関する条約に定められた、子どもの生きる権利、育つ権利、守ら

れる権利、参加する権利、意見表明権等を保障する取り組みを進めます。 
 

⚫ 妊娠期から青年期まで切れ目なく支援する「まるっとこどもセンター」と連携し、子どもの安

全と、子どもの最善の利益を第一に考慮し、支援方法・内容を検討する。 

⚫ 子どもの意見・意向を踏まえたパーマネンシー保障※と、子どもの自立に向けた支援に取り

組む。 

 

※パーマネンシー保障とは 

パーマネンシーとは、「永久性、普遍性、永続的なものや人」という意味をもつ言葉です。「子どもの育ちを社会全体で支え

る」という理念のもと、様々な事情により家庭で暮らすことができない子どもを、公的な責任で保護・養育することを「社会

基本理念： 「子ども・若者が笑顔で健やかに成長できるまち枚方」 
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的養護」と言います。 社会的養護において、パーマネンシーは養育者や生活環境の継続性、永続性という意味で使われ、子

どもに安定的な養育を保障する「パーマネンシー保障」という考え方が重要になってきています。具体的にここでは、子ど

もが大切にしたい「つながり」を尊重し、「心理的親」のもとで施設や里親を転々と変わることなく、永続的な養育環境を保

障することを示します。 

 

②一人ひとりの子どもの主体的に生きる力を育むこと 

子どもは、社会の中で、自分を受け入れられ認められることで、自己肯定感を高め、豊かな感受性

や夢を持って表現し、自ら考え判断する力、豊かな人間性、健康及び体力を備えた生きる力、個性や

創造性を発揮する力を含む、主体的に生きる力を育むことができます。 

児童相談所は、様々な課題を抱える子どもが発するサインをいち早くキャッチし、子ども一人ひと

りの状況に配慮して気持ちや意見を聴き、ニーズに合った支援は何かについて子どもとともに考え、

実行します。 
 

⚫ 子ども一人ひとりの気持ちや意見に寄り添った、きめ細やかな支援を行う。 

⚫ 多様な関係機関や関係者が一体となって、子どもが主体的に生きる力を育む環境づくりに

取り組む。 

 

③一人ひとりの子どもに寄り添い、子どもを育てる家庭全体を支援すること 

社会状況の変化に伴い、保護者の子育てに伴う負担や不安、孤立感が高まっており、また、共働き

家庭の増加や就労形態が多様化しています。 

児童相談所は、多様な家族形態を尊重し保護者の気持ちや意見を理解し、子育てに喜びを感じる

ことができるよう、保護者のニーズに合った支援は何かを保護者とともに考え、支援します。 
 

⚫ 子どもにとって永続的な家族関係（実父母や親族等）を基盤とした育ちの場を重視する。 

⚫ 医療・保健・福祉・教育など多分野の関係者・関係機関と相互に連携・協力する。 

⚫ 保護者の状況やニーズに応じた養育支援体制を構築する。 
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（２）基本方針 

 

 

本市児童相談所の基本方針は、児童相談所等の設置に向けた取り組みについて掲げている「枚方市

子ども・若者総合計画」の施策目標である「すべての子ども・若者の人権・最善の利益の尊重」とし、子

どもを守る条例第４条にある、市における子ども・子育て支援に関する以下の①から③の基本方針も

踏まえながら、児童相談所設置に向けた取り組みを進めます。 

 

①医療、保健、福祉及び教育の各分野に携わる者が連携し、総合的な支援をすること 

児童相談所は、支援を必要とする子ども・若者及びその保護者が地域で孤立しないよう、庁内の

関係部署である医療、保健、福祉及び教育の各分野と十分に連携して必要な支援を確実に届けられ

る相談支援体制を整えます。 

 

②乳幼児期から青年期に至るまでの間において継続的な支援をすること 

児童相談所は、妊娠期から、乳幼児期、学齢期、青年期まで切れ目なく支援する「まるっとこどもセ

ンター」と情報を共有し、子どもの成長段階において子どもと保護者のニーズに応じ、連続性のある

きめ細やかな支援を行います。 

特に、親子関係再構築支援において、効果的に一時保護機能や措置機能を活用し、子どもの気持

ちや意見を尊重した上で、できるだけ早期にパーマネンシー保障を実現します。 

 

③保護者、地域住民、学校園等及び事業者が一体となって重層的な支援をすること 

児童相談所は、子どもの養育に課題を抱える保護者と、一緒に解決しようというスタンスで取り

組みます。また、保護者の同意を得た上で、保護者の生活に近い場で直接、間接の支援を行うことが

できる地域住民、学校園等や、民間団体・事業者とともに、子どもを中心とした家族全体の支援につ

いて連携・協働を重ね、一体となった重層的な支援を目指します。 

 

  

基本方針：すべての子ども・若者の人権・最善の利益の尊重 
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2. 枚方市児童相談所の機能構成 

本市の児童相談所は、相談及び一時保護の２つの機能を有する施設とします。 

（１）相談機能 

妊産婦や子育て世帯及び子ども等を取り巻く環境は複雑化し、抱える課題も多様化しています。相

談機能では、虐待や子育ての悩み、非行、発達など、18 歳未満の子どもと家庭に関する幅広い相談に

応じ、指導や援助を行います。 

相談受付にあたっては、子どもに関する相談内容やリスク・ニーズについて、まるっとこどもセンタ

ーと相互に連携しながら対応にあたります。相談内容に応じて児童相談所とまるっとこどもセンター

が協議の上、役割分担し、特にリスクの高いケースを児童相談所が担います。 

図表 21 児童相談所の相談機能が担う領域 

 

（２）一時保護機能 

虐待のおそれや非行などの状況にある子どもを一時的に保護し、子どもの安全を迅速に確保する

とともに、子どもの心身の状況、その置かれている環境、その他の状況等を把握した上で援助方針を

検討するため、児童相談所に一時保護施設を併設します。 

 

①定員数等 

一時保護施設の定員の算定は、本市の一時保護を必要とする子どもを一時保護施設で受け入れ

られる定員とするため、令和６年度における大阪府中央子ども家庭センターの一時保護件数（枚方

市分）の１日の最大人数を踏まえ、30 人（学齢児 24 人、幼児６人）とします。なお、一時保護施設は

市民・関係機関

相談

養護（虐待）

知的障害肢体不自由

養護（その他）

性格行動触法行為

ぐ犯行為発達障害

不登校 適性

その他

ひとり親相談
ひきこもり等
こども・若者相談

相談

養護（虐待）

知的障害肢体不自由

養護（その他）

性格行動触法行為

ぐ犯行為発達障害

不登校 適性

その他

児童相談所 まるっとこどもセンター

相互連携
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2 歳から 18 歳までの子どもを対象とし、0 歳・1 歳の乳幼児については乳児院または里親に一時

保護を委託します。 

 

②生活空間 

「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」を踏まえつつ、子どもにとっての安全・安心と尊厳

を守りながら、家庭的で温かみのある施設となるよう留意します。居室は個室を基本とし、居室およ

びリビングや浴室等を一体的に構成したユニット制を採用します。また、生活する子どもの性別やジ

ェンダーアイデンティティへの配慮、きょうだいの入所や一時的な保護児童数の増加等に対応でき

るよう、諸室構成を検討します。 

 

③教育・学習支援 

一時保護施設で生活する子どもが学校に在籍している場合、子どもの状況に応じた適切な教育

を受けられるよう、教育委員会と連携して支援します。具体的には、子どもの希望を尊重しつつ、在

籍校に通学できるように登校支援を行う、または、一時保護施設内で適切な学習支援が受けられる

よう環境を整備することにより、一時保護中の全ての子どもの学べる機会を確保します。 
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3. 児童相談所の運営体制 

（１）児童相談所の組織構成 

本市の児童相談所の組織は、児童相談所運営指針を踏まえ、以下のとおり、総務、地域支援、育成支

援、一時保護の各部門で構成します。 

図表 22 児童相談所の組織体制 

 

（参考）児童相談所運営指針 

第２章 児童相談所の組織と職員 

第１節 組織の標準 

２．組織構成 

(1) 児童相談所の組織については、総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保護部門の３部門を

もつことを標準とする。  

(2) 組織規模が過大になる等の理由により、相談・判定・指導・措置部門を細分化する必要がある場

合には、業務の流れ及び職種等を考慮し、区分する。標準的には次のような組織となると考えられ

る。  

Ａ級（総務部門、相談・指導部門、判定・指導部門、措置部門、一時保護部門） 

Ｂ級（総務部門、相談・措置部門、判定・指導部門、一時保護部門） 

  ※地域支援部門及び育成支援部門の双方が、相談・判定・指導・措置の４つの機能を担います。 

（２）職員体制 

①職員数 

児童相談所及び一時保護施設の職員数については、児童福祉法及び児童相談所運営指針、一時

保護施設の設備及び運営に関する基準、その他関係法令等に定められている基準等を満たすもの

とし、夜間休日や児童相談所虐待対応ダイヤル（＃189）等への対応についても迅速かつ円滑に行え

る体制を確保します。 

なお、本市の児童相談所に必要な職種及び職員数は、次表のとおり想定しています。 

児童相談所

地域支援

・全ての通告・相談受付
・初期調査・アセスメント
・対応
・在宅支援マネジメント
・一時保護中のアセスメント
・一時保護解除後支援
・地域関係機関との連携
・子どもの心理的ケア

等

総 務

・総合調整
・所の予算管理
・人事・給与・服務
・児童保護措置費支払
・児童福祉法56条費用
認定等事務
・審議会事務局

等

育成支援

・施設入所・里親委託中
の子どもの育成支援・
権利擁護
・子どもの心理的ケア
・親子関係再構築支援
・施設・里親との連携
・里親委託推進
・療育手帳判定

等

一時保護

・子どもの一時保護中の
生活支援
・子どもの権利擁護
・子どもの行動観察
・子どもの個別ケア
・子どもの心理的ケア
・子どもの学習支援
・関係機関との連携

等

【一時保護部門】【総務部門】 【相談・判定・指導・措置部門】※ 
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図表 23 児童相談所（総務、地域支援、育成支援部門）の職種別職員数 

職種 主な業務内容等 人数 

所長 児童相談所の 

（１）所長として法に定められている権限の行使 

（２）児童福祉法第３２条等により市長から委任された権限の行

使 

（３）各部門の業務の統括 

（４）児童相談所を代表しての対外活動 

１人 

児童福祉司 

（スーパーバイザー含） 

（１）子ども・保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じる

こと 

（２）必要な調査、社会診断を行うこと 

（３）子ども・保護者・関係者等に必要な支援・指導を行うこと 

（４）子ども・保護者等の関係調整を行うこと 

（５）（里親養育支援担当）里親に関する普及啓発、里親につい

て相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助 

３７人程度 

児童心理司 

（スーパーバイザー含） 

（１）子ども・保護者等の相談に応じ、診断面接、心理検査、観察

等によって子ども・保護者等に対し心理診断を行うこと 

（２）子ども・保護者・関係者等に心理療法、カウンセリング、助

言指導等の指導を行うこと 

１７人程度 

医師 児童精神科医 

（１）診察・医学的検査等による子どもの診断（虐待が子どもの

心身に及ぼした影響に関する医学的判断） 

（２）子ども・保護者等に対する医学的見地からの指示・指導 

（３）児童心理司・心理療法担当職員等が行う心理療法等への

必要な指導 

（４）医療機関や保健機関との情報交換や連絡調整 

小児科医 

（１）診察・医学的検査等による子どもの診断 

（２）子ども・保護者等に対する医学的見地からの指示・指導 

（３）一時保護している子どもの健康管理 

２人程度 

保健師 （１）公衆衛生及び予防医学的知識の普及  

（２）障害児や虐待を受けた子ども及びその家族等に対する在

宅支援  

（３）子どもの健康・発達面に関するアセスメントとケア及び一

時保護している子どもの健康管理  

（４）まるっとこどもセンターや医療機関との情報交換や連絡

調整及び関係機関との協働による子どもや家族への支援 

１人以上 

弁護士 児童福祉法第２８条に基づく措置、親権喪失又は停止の審判や １人以上 
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第３３条第５項の引き続いての一時保護の承認の申立て等の

手続や、法的知識を前提に当該措置等について保護者に説明

を行うとともに、児童相談所の運営全般において法的知識を

要する業務を行うこと 

事務職員 児童相談所における庶務全般  ５人程度 

その他職員 安全確認等対応職員、事務処理対応職員、移送等対応職員、相

談員、電話相談員、法的対応事務員等 

１４人程度 

合計（児童相談所） ７８人程度 

 

②一時保護施設における職員配置 

一時保護施設に入所する子どもたちは、それぞれ異なる状況にあり、家庭や地域から離れること

で精神的に不安定になったり、落ち着かない様子を見せたりする場合があります。そのため、子ども

一人ひとりに寄り添い、その背景や状況を十分に考慮し、昼夜を問わず、子どもの安全と安心を守り、

個々のニーズに応じた専門的な支援が行える職員体制を整えることが求められています。 

このため、一時保護施設に配置する児童指導員や保育士については、夜間の勤務体制を含め、「一

時保護施設の設備及び運営に関する基準」に定められた最低基準を満たすことに加え、子どもたち

の日々の生活リズムを踏まえ、朝夕の時間帯には職員を手厚く配置し、子どもの状態に応じてきめ

細やかな個別対応ができるよう、交代制シフトを工夫します。加えて、職員が会議や研修に参加した

り、休暇や休業を取得したりすることも考慮し、十分な職員数を確保するとともに、職員数に応じた

指導・教育担当職員を配置します。 

図表 24 一時保護施設（一時保護部門）の職種別職員数 

職種 主な業務内容等 人数 

管理者 一時保護施設の長 １人 

指導教育担当職員 一時保護部門の職員に対する指導及び教育（ス－パ－ビジョン）

を行うこと 

２人 

児童指導員 （１）一時保護している子どもの生活指導、学習指導、行動観察、

行動診断、緊急時の対応等一時保護業務全般に関すること 

（２）児童福祉司や児童心理司等と連携して子どもや保護者等へ

の指導を行うこと 

２０人程度 

保育士 同上 ６人程度 

心理療法担当職員 子ども・保護者等に対し、心理療法・カウンセリング等の指導を行

うこと 

３人程度 

個別対応職員 虐待・非行等様々な問題を抱えている子どもが多数入所する一

時保護施設において子どもに対する個別指導等を実施すること 

２人程度 

医師 一時保護している子どもの健康管理（児童相談所と兼務） ― 
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看護師 （１）一時保護している子どもの健康管理（医療情報の集約、健康

観察、感染症対策、配薬、健康教育を含む） 

（２）精神科医及び小児科医の診察補助、受診時の付き添いと報

告 

１人程度 

管理栄養士 （１）子どもへの栄養指導（食育） 

（２）栄養管理及び衛生管理（アレルギー食の対応を含む） 

（３）一時保護している子どもの給食の献立の作成（食材の発注、

調理業者との調整を含む） 

１人程度 

調理師 一時保護している子どもの給食業務（外部委託を予定） ― 

事務職員 一時保護施設における庶務全般 １人程度 

その他職員 学習支援、障害等援助、トラブル対応、専門的ケア対応、一時保護

対応、夜間対応等にかかる職員 

１０人程度 

合計（一時保護施設） ４７人程度 

 

4. まるっとこどもセンターや関係機関・団体との連携 

（１）まるっとこどもセンターと連携した支援体制と役割分担 

児童相談所の設置にあたっては、児童福祉法上のこども家庭センターである、まるっとこどもセンタ

ーと連携した支援体制を構築します。 

児童相談所は、子ども本人や保護者等からの相談を受け付け、親子関係の調整や子育ての課題につ

いてともに考え、解決に向けてより専門的な支援を行うとともに、療育手帳の判定を含む障害相談に

対応します。また、虐待相談や養育困難の相談、非行相談に至るような深刻な状況にあるなど、さまざ

まな事情により家庭で養育することができない場合には、一時保護や、里親委託・施設入所等の措置

を行い、緊急かつ適切な支援を行います。 

まるっとこどもセンターでは、妊娠・出産から子育てを切れ目なく包括的に支援するため、母子保健

と児童福祉の支援を一体化し、すべての子どもや保護者の子育てを支援しており、乳幼児健康診査や

発達相談、家庭児童相談による親子関係や子どもとの接し方の相談に継続して応じるとともに、ひと

り親家庭や若者を含め幅広い相談に応じます。また、こうしたさまざまな経路からニーズを把握でき

る特徴を活かし、より早期の段階から必要な支援を届け、虐待の発生予防、重篤化の防止に取り組み

ます。 
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このように、まるっとこどもセンターと、一時保護などの緊急時の迅速な対応やより専門的な支援

を行う児童相談所の双方が一体的な支援体制を構築し、支援を必要とする子育て家庭の情報を共有

するとともに、共同で策定した援助方針に基づき、それぞれの役割を明確にして対応します。 

図表 25 児童相談所とまるっとこどもセンターの機能連携イメージ 

 

（２）まるっとこどもセンターの立地 

妊産婦や子育て世帯及び子ども等を取り巻く環境は複雑化し、抱える課題も多様化しています。深

刻な問題を抱えるケースもあれば、ちょっとした不安や悩みを抱えるケースもあります。 

児童相談所は、児童福祉法に基づき、児童虐待への対応、養護相談、非行相談、障害相談など、より

専門的かつ危機介入的な業務も担っており、「緊急対応」「虐待対応」といったイメージを持たれ相談を

ためらう保護者や子どもも少なからず存在するものと推察されます。 

一方、まるっとこどもセンターは、より地域に密着した子育てに関する幅広い相談に対応する「ワン

ストップ相談窓口」として、枚方市駅直結でより多くの市民がアクセスしやすい場所に設置しています。 

本市では、児童相談所が非行相談や療育手帳判定等の障害相談など、児童福祉の専門機関として支

援を担当し、まるっとこどもセンターが「気軽に相談できる場所」として潜在的な支援ニーズを早期に

発見することを通して、適切な支援へとつなげていくなどの役割を担います。両機関の役割や立地は

異なるものの、それぞれの機関が独自の強みを持ちながら、密接に連携し対応を行っていきます。 
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（３）児童相談所・まるっとこどもセンターと関係機関・団体の連携 

本市では、要保護児童の早期発見や適切な保護、要支援児童及びその保護者、特定妊婦への支援を

適切に行うため、関係機関・団体や関係者が情報共有し支援方針を検討する、児童福祉法上の要保護

児童対策地域協議会である「枚方市子どもの育ち見守り連携会議」を設置しています。 

児童相談所の設置後は、これまで大阪府中央子ども家庭センターが支援してきた本市の子どもを引

き継ぎ、子どもの育ち見守り連携会議を構成する関係機関・団体等と連携して支援します。 

 

 

 

 

 

また、本市では、障害児及び健診等でフォローが必要とされた児童等とその家族が抱える様々な問

題に対応し、早期解決を図るとともに、障害児等が活き活きと生活できる環境づくりを推進すること

を目的として、医療・福祉・保健・教育を担当する機関が連携し、効果的に施策の推進を図る、「枚方市

障害児等関係機関連絡会議」を設置しています。 

児童相談所設置後、大阪府から療育手帳の判定業務を引き継ぐことにより、子どもの発達検査や保

護者との面接において養育状況やニーズを丁寧に把握し、関係機関と連携して支援を進めます。 

 

図表 26 児童相談所・まるっとこどもセンターと関係機関・団体の連携体制 

 

【通告受理・相談受付窓口】

〇効 的・効果的な情報共有
〇合同受理会議・合同援助方針会議の実施

児童相談所 まるっとこどもセンター

大阪法務 

大阪精神医療センター

学校

人権擁護委員会 科医師会

医師会

枚方 察署・交野 察署
枚方寝屋川 防組合

子ども未 部： 立保育幼 園課・公立保育幼 園課・保育幼 園入園課
市立ひらかた子ども発達支援センター

健康福祉部：健康福祉総合相談課・福祉事務所（障害支援課・生活福祉課）・保健所
市立ひらかた病院

教育委員会事務 学校教育部：児童生 課・ 課後子ども課

児童養護施設

乳児院

枚方市
関係 

民生委員・児童委員、主任児童委員

保育所（園）・幼 園・認定こども園
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第４章 施設整備計画 

1. 建設計画地（案） 

（１）建設計画地（案）の概要 

建設計画地は、「旧中宮北小学校跡地」です。 

市の中心部に位置しており、バス路線が多く、施設利用者にとって交通利便性の高い場所であると

とともに、まるっとこどもセンターや 察等の関係機関との連携が取りやすい環境にあります。 

また、市立ひらかた病院や保健所とも近接しており、医療面での緊密な連携が可能です。 

図表 27 建設計画地（案）の位置 

 

出典：国土地理院 

 

  

枚方市駅

宮之阪駅
枚方市役所

まるっとこどもセンター

建設計画地（案）

市立ひらかた病院

枚方市保健所

枚方 察署
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図表 28 旧中宮北小学校跡地の建設計画地（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※周辺環境への影響等を勘案し、配置計画等の精査が必要となります。 

 

（２）敷地条件 

建設計画地（案）の敷地条件は以下の通りです。 

 

図表 29 建設計画地（案）の敷地条件 

所 在 地 中宮北町４－１の一部 

敷 地 面 積 約4,000㎡ 

用 途 地 域 第一種中高層住居専用地域※ 

容 積  ・ 建 蔽   容積 200％・建蔽 ６０％ 

洪 水 浸 水 想 定 無 

※児童相談所は本用途地域では建築できない建築物用途であることから、都市計画制度等 

の活用が必要です。 

 

 

  

児童相談所・一時保

護施設約 4,000㎡ 
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2. 施設整備方針 

（１）整備方針 

児童相談所の基本理念・基本方針を実現する施設とするため、以下を施設の整備方針として施設計

画を行います。 

①子どもの安全・安心への配慮 

一時保護された子ども（概ね２歳から１８歳未満）が、安心して生活できる環境を整備します。子ど

もの安全とプライバシーに配慮した建物構成とし、年齢や性別により居室ゾーンを分け、ユニット化

するとともに、個室を基本とすることでプライベート空間を確保するなど、子どもが快適に過ごせる

環境となるように留意します。 

一時保護施設の出入口は、一般の 訪者とは別の場所に設ける等、子どものプライバシーに配慮

した配置とします。 

②来所者への配慮 

 所者が安心して 訪・相談できる施設となるよう、必要な駐車場スペースを確保するとともに、

相談室や待合スペース等は 所者のプライバシーに最大限配慮した配置とします。 

③職員の働きやすさ 

職員同士の連携がとりやすく、安心して働けるよう、執務室の配置を工夫するとともに、打合せス

ペースや休憩室等の職員向けの諸室を設けます。また、まるっとこどもセンターとの情報共有やリモ

ート会議の実施をはじめ、業務の効 化や円滑な連携を推進するための ICTの活用を進めます。 

④周辺環境との調和 

周囲と調和した２階建てにするなど、利用者や子どもと近隣住民双方に対するプライバシーの配

慮をはじめ、周辺の環境・景観に配慮した施設とします。また、地域の親子が立ち寄りやすく、かつ安

全に利用できる屋外遊び場スペースについて、周辺道路との距離や動線に配慮して計画します。 

 

（２）機能・エリアの構成 

児童相談所は、相談部門の「管理エリア」「相談エリア」「専門的ケアエリア」と一時保護施設の「一時保

護エリア」で構成します。 

 所者が訪れやすく、かつ 所者や一時保護中の子どものプライバシーが確保されるよう、施設の

エントランスには受付と待合スペースを設置し、各エリアには 所者と職員が一緒に入る運用ができ

るよう計画します。また、各エリアの機能や諸室の特性を考慮して、エリア配置とエリア間、エリア内の

動線を計画します。 
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図表 30 各エリアの概要 

エリア名 概要 

管理エリア ✓ 相談部門の職員の事務室や、会議室、職員用のトイレ、更衣室、休憩室、倉

庫等で構成します。 

✓ 事務室は、情報管理の観点から外部から見えないつくりとします。 

✓ 会議室の一部は、関係機関との会議や研修等での利用も想定し、外部から

のアクセスに配慮します。 

相談エリア ✓  所者の相談や面接を行う相談室で構成するエリアです。 

✓ 相談エリアは自由に立ち入れないような設えとし、 所者が安心して相談

できるようにします。 

専門的ケアエリア ✓ 療育手帳の判定等を行う心理検査室やプレイルーム、医務室等で構成する

エリアです。 

✓ 相談エリアと同様に、自由に立ち入れない設えとします。 

一時保護エリア ✓ 一時保護された子どもが生活するエリアです。 

✓ 子どもの居住スペースは、居室やリビング、トイレ、浴室等で構成するユニ

ット制にします。 

✓ 子どもの日中活動で利用する学習室や多目的室、屋内運動場などの「日中

活動ゾーン」、集団での生活が難しい子どもや体調不良時に利用する居室

のある「個別対応ゾーン」を整備します。 

✓ 一時保護エリアには、一時保護施設の職員が利用する事務室や更衣室、厨

房等の「管理諸室」を配置します。 

 

（３）所要室の構成 

本施設の主な所要室は以下の通りです。 

なお、所要室は国が定める基準や先行自治体の事例を参考にした現時点の想定であり、基本設計・

実施設計を進める中で変更になる可能性があります。 

図表 31 所要室リスト 

■相談部門（管理エリア・相談エリア・専門的ケアエリア） 

室名 用途等 室数 

管
理
エ
リ
ア 

事務室 

所長室 

ファイル室 

所長室（又は所長席）、ファイル室を含む。 備用モニターを設置 

１～３ 

会議室（小） 事務室に近接 2 

会議室（中） 会議用物品庫を設置 1 

会議室（大） ２室に分割可能となるよう可動壁を設置 

職員研修や機関連携に資する利用を想定し、外部からの利用動線を考慮 

会議用物品庫を設置 

1 

給湯室 
 

1 
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職員更衣室 
 

3 

倉庫・WC 
 

適所 

職員休憩室 閉庁から翌開庁時間までの間の当直にも利用 3 

 備員室 24時間の有人 備用 1 

清掃スタッフ控室 清掃スタッフの休憩室 1 

相
談
エ
リ
ア 

相談室 1～10 利用中を知らせるランプ、緊急事態用のブザー等の設備を設置 

一部の相談室は、２方向の出入口を設置 
10 

専
門
的
ケ
ア
エ
リ
ア 

乳幼児用プレイル

ーム・観察室 

乳幼児と保護者、職員が座って、乳幼児が遊ぶ様子を観察しながら話ができる、靴を脱

いで入るプレイルーム 

親子関係構築を支援するため、親子が遊ぶ様子を観察しながら、支援する観察室が隣

接している。 

1 

学童用プレイルー

ム 

卓球など軽い運動ができる面積があり、ゲームや楽器演奏等ができる設備がある。 
1 

親子訓練室 親子関係再構築を支援するための部屋。家庭での生活を想定し、親の養育スキル習得、

子どもの行動の振り返りを支援するため、親子が食事等ができるスペース、WC、洗

面、浴室を設置。青少年の自立訓練室を兼ねる。 

1 

親子の遊びのス

ペース 

親子が楽しく遊べる遊具があり、分離後の親子の交流などを含め親子関係構築のため

に利用 
１ 

心理検査室１～５ 児童心理司等が乳幼児の発達状況、療育手帳判定、子どもの心理アセスメントを適切に

実施できるよう、検査道具以外に物がなく、刺激の少ない静かな部屋とする。 
5 

心理療法室 通所する子どもと箱庭や玩具等を活用した面接に利用 1 

司法面接室・観察

室 

虐待や性暴力を受けた子どもに対し、児童福祉司・児童心理司・ 察官・検察官等の代表

者が被害事実確認面接を行うための部屋。司法面接室と観察室の間にマジックミラー

を設置 

1 

医務室 児童精神科医、小児科医と子どもや親子が安心して面接できる静かな空間で、医師が

必要とする設備（机、イス、診察ベッドなど）がある。 
2 

倉庫・WC  適所 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス 

授乳室  所者用 1 

待合室（スペー

ス） 

 所者用待機スペース及び子どもの遊びスペース（エントランスホールに含む） 
  

エントランスホー

ル 

風除室、待合室スペース含む。 
  

■一時保護エリア 

室名 用途等 室数 

管
理
ゾ
ー
ン 

事務室 事務室内の個人情報が見えないよう配慮 

職員間で協議できるスペースを確保 

記録等の書類を管理するための棚を設置 

個別対応ゾーンに近接 

1 

面接室１～４ 入所中の子どもと、担当児童福祉司や児童心理司、児童指導員・保育士や心理療法担当

職員、アドボケイトなどとの個別面接に利用 
４ 

給湯室 
 

1 

職員用更衣室 
 

３ 

職員用WC 
 

３ 

倉庫 子どもや職員の動線に沿った場所に保管する倉庫を複数配置 適所 

医務室 小児科医による子どもの健康観察・診察、看護師による応急処置等で利用 

子どもが服薬する薬を管理 
1 

洗濯室 定員30名の子どもの衣類を洗濯できる洗濯・乾燥機を設置でき、洗濯スタッフが休

憩できるスペース（リネン庫含む） 

子どもの居住エリアから職員が衣類を運ぶ動線に配慮  

1 

厨房関連 調理室、検収室、食品保管庫、調理委託業者スタッフ用WC・更衣休憩室 １ 
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児童所持品保管

室 

児童の所持品を一時的に預かり保管するスペース 
1 

幼
児
ユ
ニ
ッ
ト 

幼児居室 １室幼児３人の２室、ダイニング、リビング、簡易キッチンと、洗面３・WC３で構成し、 

安全で家庭的な設えとする。 2 

幼児用脱衣室、浴

室 

居室に隣接して浴室にはシャワーを設置し、安全で家庭的な設えとする。 
1 

幼児用プレイルー

ム 

洗面２・WC２を設置。床材はクッション素材で床暖房とし、安全で家庭的な設えとす

る。 
 ２ 

幼児用静養室 感染症等の際に幼児を隔離。職員の目の届く場所に設置し、安全で家庭的な設えとす

る。 
 １ 

幼児居室職員夜

勤室 

幼児居室を担当する職員の夜勤室。幼児居室に隣接し、他のユニットとの連絡用内線電

話を設置 
1 

学
齢
児
ユ
ニ
ッ
ト 

居室  １ユニット６人 

男子２ユニット・女子２ユニット 

各ユニットは、個室（ベッド・机・テレビ設置）４室と２人部屋１室、ダイニング、リビング、

簡易キッチンと、洗面３・WC３で構成 

安全で家庭的な設えとする。  

４ 

各ユニット事務室 男子ユニット・女子ユニット事務室 

事務室や他のユニットとの連絡用内線電話を設置 ２ 

各居室担当職員

夜勤室 

各ユニット担当職員の夜勤室 

他のユニットとの連絡用内線電話を設置 ４ 

脱衣室・浴室 浴室６室（男子３室・女子３室）。 安全で家庭的な設えとする。 6 

日
中
活
動
ゾ
ー
ン 

小学生用学習室 教室形式の机・いす・教材を保管するロッカーを配置 1 

中学生用学習室 教室形式の机・いす・教材を保管するロッカーを配置 1 

多目的室 学習以外の集団活動や小集団の余暇活動、個別活動など、日中子ども一人ひとりのニ

ーズに応じて自由に活動できる空間とする。 
２ 

体育館 ミニバスケットやバドミントンができる高さを確保。器具庫を併設。専用トイレ含む。 １  

園庭又は屋上園

庭 

一時保護中の子どもが利用する屋外スペース 
 

個
別
対
応
ゾ
ー
ン 

静養室 感染症拡大防止のため専用トイレ、シャワーを設置 2 

個別支援居室 集団生活において支援困難な子どもの居室のため、静養室に隣接し、専用トイレ、シャ

ワーも設置 
2 

多目的居室（静養

室・LGBT対応） 

感染症拡大防止のため専用トイレ・シャワーを設置 
2 
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（４）施設規模 

（３）の「所要室の構成」をもとに算定した施設の規模は以下の通りです。延床面積が約 4,500 ㎡の

２階建ての施設を想定しています。 

図表 32 各エリアの想定面積 

  

  

  

  

所要室 

（㎡） 

共用スペース 

（㎡） 

所要室×0.5 

延べ床面積 

（㎡） 

相談部門 管理エリア ８６０     

  相談エリア 100     

  専門的ケアエリア ３００     

  エントランス 110     

   1,3７0 ６９０ 2,060 

一時保護施設 管理ゾーン ４５０     

  幼児ユニット 160     

  学齢児ユニット 500     

  日中活動ゾーン 360     

  個別対応ゾーン 100     

    1,5７0 7９０ 2,3６0 

合計   2,9４０ 1,4８0 4,420 

 

（５）所要室配置・動線計画 

駐車場からアクセスしやすい場所に出入口（正面玄関）を設け、待合スペース等のあるエントランス

を配置します。事務室はエントランスと隣接して配置し、事務室内で受付ができるようにします。また、

エントランスと相談エリアや専門的ケアエリアの間の扉はスマートロックとし、 訪者が自由に立ち入

ることができないようにします。 

事務室からは、職員が相談エリアや専門的ケアエリア、会議室等の各諸室にアクセスしやすい動線と

なるよう工夫するとともに、一部の相談室は、事務室からも出入りができる計画とします。 

正面玄関とは別に、一時保護中の子どもの生活動線と食材等の搬出入動線として、一時保護施設に

直接出入りができる出入口を設けます。 

子どもの居室等のあるユニットと日中活動ゾーンは、子どもが行き しやすいよう動線に工夫する

とともに、管理ゾーンは一時保護中の子どもが職員に声をかけやすく、職員も子どもを見守りやすい

よう、子どもの生活ゾーンに近接させて配置します。なお、個別対応ゾーンは出入口から直接アクセス

できる動線となるよう工夫します。 

※所要室等の面積は端数を処理しているため、概数となっています 
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図表 33 所要室配置・動線計画の考え方 

 

 

   ○管理エリア：相談部門の職員の事務室や会議室、職員用のトイレ・更衣室・休憩室、倉庫等で構成 

   ○相談エリア： 所者の相談や面接を行う相談室で構成 

   ○専門的ケアエリア：療育手帳の判定等を行う心理検査室やプレイルーム、医務室等で構成 

   ○一時保護エリア：一時保護された子どもが生活するエリア 

  

出入口

エントランス
待合スペース

事務室

相談エリア専門的ケアエリア

会議室

管理エリア

出入口
搬出入

幼児
ユニット

学齢児ユニット 日中活動ゾーン
（学習室・体育館等）

個別対応
ゾーン

管理ゾーン 一時保護エリア

受付

 訪者動線

一時保護児童の動線
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3. 環境への配慮 

（１）太陽光発電システムの導入 

地球温暖化対策推進法に基づく政府実行計画においては、「2030年度までに設置可能な政府保有

の建築物（敷地含む）約50％以上に太陽光発電設備を設置、２０４０年度までに100％設置を目指す。」

としています。本市においても「枚方市役所CO2削減プラン」に基づき、新設する市有建築物には、原

則として太陽光発電システムを導入することを主な施策として掲げています。 

建設計画地である「旧中宮北小学校」については、従前より太陽光発電システムを導入している施設

であったことも踏まえ、原則として太陽光発電システムを導入することを検討します。 

 

（２）ZEB化 

ＺＥＢとは、Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称であり、快適な室

内環境を実現しながら、省エネと創エネにより、「建物で 費する年間の一次エネルギーの収支をゼロ

にすることを目指した建物」を指します。 

地球温暖化対策推進法に基づく政府実行計画においては、政府の施設に関して「今後予定する新築

事業については（中略）、２０３０年度までに新築建築物の平均でＺＥＢ Ｒｅａｄｙとなることを目指す」と

しています。本市においても、「枚方市役所CO2削減プラン」等で、新たに市有建築物を整備する際に

は、原則として ZEB Oriented 相当以上とすることや、新設及び改修する市有建築物の照明設備に

ついては、100％LED照明を導入することを主な施策として掲げています。 

図表34 ZEBの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省HP  
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児童相談所の整備においても基本設計段階において以下のような検討を行っていく予定です。 

図表 35 ZEB化に向けた検討事項 

パッシブ技術 

（エネルギーを減らす） 

・省エネ基準に合致した外壁や断熱材の厚さを増すことによる断熱性能の確保 

・複層ガラス・Ｌｏｗ‐Ｅガラスの採用による断熱性能の確保 

・日射遮蔽のための庇やブラインドの採用 

・自然採光のためのトップライトやライトシェルフ、光ダクトシステム等の導入 

・雨水の雑用水への再利用 

・トイレへの再生水の利用 

・ＢＥＭＳ導入によるエネルギー使用状況の見える化 

アクティブ技術 

（無駄なく効 的に 

使う） 

・個別空調方式の採用 

・高効 空調設備の導入 

・インバーター制御やＣＯ２感知センサーを用いた換気設備の採用 

・ヒートポンプ式給湯器の採用 

・高効 ＬＥＤ照明の採用 

・照明の明るさセンサーや人感センサーの採用 

・トップランナー基準の変圧器の採用 

 

（３）ライフサイクルコスト 

ＬＣＣ（Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅ Ｃｏｓｔ）とは、設計・施工費などのイニシャルコストと、運営管理費や光熱水費、改

修・修繕費などのランニングコストを含めた建築物に係る全ての費用のことです。 

ＬＣＣを抑えることは、建物の持続的な運用や環境負荷の低減に直結するものであり、長寿命で耐久

性の高い材料・機器や更新や修繕が簡単な仕様の採用、水光熱費を抑えられる素材や設備等の導入等、

設計段階での総合的な取組を行う必要があります。 

基本設計・実施設計の段階において、省エネルギー対策や運営管理の効 化、適切なメンテナンス計

画等によるＬＣＣの低減について検討していきます。 
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4. 概算事業費 

（１）概算事業費 

本施設の整備に関する施設整備費は、工事費・設計費が約３４億円であり、その他、備品購入費・初度

調弁費を算定した結果、約３６億円程度となる見込みです。 

なお、施設整備費は現時点での概算であり、今後さらに具体的な検討を進めていく中で変更となる

可能性があります。 

 

（２）国の補助制度等の活用 

児童相談所及び一時保護施設の整備にあたり、活用可能な国庫補助金及び市債は下記のとおりで

す。 

図表 36 国の補助制度等の概要 

名称 内容 地方交付税措置 

児童相談所 

 【市債】 

施設整備事業債（一般財源化分） 

対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金

その他の収入額を控除した額とを比較して

少ない方の額に２分の１を乗じた額の１００％ 

元利償還金の 

７０％ 

 【市債】 

一般単独事業 

充当 ９０％ 元利償還金の 

５０％ 

一時保護施設 

 【国庫補助金】 

次世代育成支援対策施設整備交付

金 

国が定める交付基礎額と、対象経費の実支出

額と総事業費から寄附金等の収入額を控除

した額とを比較して少ない額に２分の１を乗

じた額を比較して少ない方の額 （※令和２

年以降交付基礎額を２倍にする特例措置あ

り） 

 

 【市債】 

一般補助施設整備等事業 

充当 ９０％ 元利償還金の 

５０％ 
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5. 事業手法 

新たに整備を行う児童相談所及び一時保護施設について、事業期間及び事業費の規模等から「枚方

市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法活用優先的検討の基本方針」に基づくＰＰＰ／ＰＦＩ手法の優先的検討の対象となりま

す。児童相談所は、児童虐待等への対応にあたり、一時保護や措置といった強力な行政権限を行使す

る機関であり、設置及び運営は、都道府県、政令指定都市及び政令で定める中核市・特別区が行うもの

と法令で定められているため、運営を民間業者に委ねることはできません。 

また、一時保護所を併設した児童相談所単独の整備に係るＰＦＩ方式の導入事例はなく、国が定める

児童相談所運営指針や一時保護施設の設備及び運営に関する基準等に基づいた整備が求められるた

め、設計や建築面における民間事業者の裁量の余地が小さいことなどから、本事業の整備にあたって

は、PFI手法ではなく「従 型」、「基本設計先行型DB」、「設計施工一括型DB」による事業手法を検討

しました。比較検討した結果、設計の段階等で国の指針等の制度変更等に比較的柔軟に対応でき、国

の交付金を活用できる見込みが確実であることなどから、本事業の事業手法については「従 型」を

採用します。 

 

図表 37 事業手法の比較検討 

 従 型 基本設計先行型DB 設計施工一括型DB 

概要 基本設計・実施設計・施工を個

別に発注する方式 

基本設計後に、実施設計と施

工をまとめて発注する方式 

基本設計・実施設計、施工を一

括で性能発注する方式 

本事業における制

度変更等への対応 

◎ 〇 △ 

段階毎に確認・反映が可能 基本設計段階で意向等を反映

できる。 

一括発注のため、発注後の意

向反映は限定的 

民間ノウハウの活

用 

― 

DB 方式については、一般的に民間ノウハウの活用が期待できる手法ではあるが、本事業にお

いては民間ノウハウの活用の余地は少ない。 

事業期間 ○ ◎ ○ 

工期短縮は期待しづらいが、

早期に事業着手が可能 

民間提案による工期短縮は期

待できるが、着手にやや時間

を要する。但し、本事業におい

て、公募提案のメリットが乏し

いことから仕様発注すること

で事業短縮が見込まれる。 

民間提案による工期短縮は期

待できるが、着手に時間を要

する。 

コスト縮減 △ 〇 ◎ 

コスト縮減効果は見込みづら

いが、設計完了後に施工者選

定を行うため、競争原理によ

るコスト縮減が期待できる。 

一括発注による工事費の低減

が見込まれるが、実施設計前

に工事費積算が必要なため、

概算費用となる。 

一括発注による工事費の低減

が最も見込まれるが、基本設

計前に工事費積算が必要なた

め、概算費用となる。 
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交付金等による財

政的負担の軽減 

◎ ○ △ 

実施設計完了後に工事発注を

行うため、次世代育成支援対

策施設整備交付金の交付要件

である契約後、当該年度内の

工事着工が比較的容易なた

め、交付金が確保できる。 

工事着手までに実施設計の期

間が必要となるため、次世代

育成支援対策施設整備交付金

の交付要件である契約後、当

該年度内の工事着工が厳しい

ため、交付金が確保できない

可能性が高い。 

工事着手までに基本及び実施

設計の期間が必要となるた

め、次世代育成支援対策施設

整備交付金の交付要件である

契約後、当該年度内の工事着

工はできないため、交付金が

確保できない。 

事業者参画 ◎ 〇 △ 

業務単位で発注されるため、

単体で応募が可能である。 

 

実施設計・施工が一括発注さ

れるため、協業する事業者間

のチーム組成が必要であり、

事業参画のハードルになる。 

基本設計・実施設計・施工が一

括発注されるため、協業する

事業者間のチーム組成が必要

であり、事業参画のハードル

になる。 

総合評価 ◎ ○ △ 

※一般的な公共施設の整備に対する評価ではなく、本市の児童相談所及び一時保護施設の整備に特

化した評価をしています。 

対する評価とは異なります。 
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第５章 開設に向けて 

1. 事業スケジュール 

最短で、令和１２年度（２０３０年度）の開設を目標とし、各種調整等を進めていきます。 

図表 38 事業スケジュール 

 

 

2. 開設に向けて今後継続して取り組むべき事項 

（１）子ども及び保護者への支援の専門性の確保 

①児童相談所職員の確保 

児童相談所の設置に向けて、福祉及び心理の専門職員を確保し、開設時に児童相談所業務を適切

に遂行できるよう育成するため、令和８年度から計画的に採用する予定です。 

本市の児童相談所で働くことを希望する優秀な人材を確保するため、近隣の社会福祉士・精神保

健福祉士や臨床心理士・公認心理師を養成する大学のほか、社会福祉士等への転職の希望者が通う

専門学校へも訪問し、子ども家庭福祉分野の仕事のやりがいや、本市の取り組みを直接伝えること

で、本市での就労意欲の向上に繋げるとともに、社会福祉職を目指す学生の実習受け入れを積極的

に行います。また、児童相談所の実務の専門性を確保するためにはスーパーバイザー層の職員が必

須であることから、児童相談所業務の経験者採用を検討します。 

②児童相談所職員の育成 

職員のアセスメント及び支援の専門性を確保するため、令和７年度からまるっとこどもセンター職

員を対象に、児童相談所の実務について研修を実施しています。今後も、児童相談所の実務に必要

となる知識や支援スキルについて育成するため、体系化した研修プログラムを作成し、計画的に実

施します。 

※現在の用途地域では建築できない建築物用途であることから、都市計画制度等の活用が必要です。 

※今後行う調査等の結果などによって整備スケジュールが変動する可能性があります。 
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また、児童相談所の実務について、年間を通じて経験し、必要な知識・援助技術を獲得するため、 

令和８年度から他自治体の児童相談所に職員を計画的に派遣し、定期的に職員同士が学び合う機会  

を設けます。 

③児童相談所の運営や具体的な業務手順等の検討 

   本市の児童相談所の設置により、まるっとこどもセンターとの役割分担と連携手法、児童相談所 

の通告受理や相談受付後の具体的な対応手順、一時保護施設における子どもへの具体的な支援内

容、子どもの自立に向けた関係機関等と連携した支援など、様々な児童相談所の業務について実際

の動きを踏まえて検討し、職員が理解して取り組めるようにわかりやすく文書化していきます。 

④高い専門性を有する民間団体等との連携 

まるっとこどもセンターで取り組む支援プログラムに加え、子どもの行動の背景を理解できるト

ラウマインフォームドケア、保護者の養育行動の変容を支援する認知行動療法など、子どもと保護者

の支援を専門的に行う民間団体や専門家と連携した支援体制を検討します。 

⑤外部の専門機関による第三者評価受審による質の向上 

児童相談所の適切な運営や支援の質の向上を図るため課題を明確にできるよう、客観的かつ専

門性の高い第三者機関による第三者評価の受審を検討します。 

 

（２）子どもの権利擁護 

①子どもの意見聴取等措置 

令和５年度から、児童相談所職員に対し、子どもにとって大きな影響を与える一時保護や里親委

託・施設入所等の措置及び在宅指導に先立って、子どもの意見を聴取することが義務付けられまし

た。子どもの最善の利益を考慮するため、子どもへの説明、子どもからの意見聴取、記録作成、援助

方針への子どもの意見や意向の考慮・反映、子どもへのフィードバックの取り組みが求められてい

ます。 

子どもの意見・意向を踏まえたパーマネンシー保障が実現できるよう、職員研修を計画的に実施

します。 

②子どもの意見表明等支援 

子どもの意見表明権の保障を目的に、子ども自身が実現したいことを考え、周囲に説明（セルフア

ドボカシー）できるように、子どもの状況を理解して関われる、相談しやすい職員を育成するととも

に、支援する意見表明等支援員（アドボケイト）と協働できるよう、民間団体等との連携を検討します。 

③子どもの権利擁護に関する審議 

  子どもの一時保護や施設等への入所の措置、措置中の支援等に対する子どもの意見や意向につ
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いての調査審議・意見具申を行うよう、子どもの権利擁護に係る環境を整備することが義務付けら

れています。児童相談所設置に合わせ、審議会のあり方についても検討します。 

 

（３）児童相談所とまるっとこどもセンターの情報共有等 

①共通の児童相談システムの構築 

子どもと家庭への一貫した支援を実施するため、子ども見守りシステムによる情報共有を進める

とともに、支援の進行状況を共有できるようシステムを開発します。また、ICT を活用し、児童相談

所とまるっとこどもセンターの両職員が支援業務に集中できるよう、記録作成業務等について効 

化を図ります。 

②枚方市子どもの育ち見守り連携会議（要保護児童対策地域協議会）の再構築 

児童相談所設置にともない、まるっとこどもセンターと児童相談所の機能分担や、相談の流れに

ついて再構築し、関係機関と共有を図ります。 

 

（４）社会的養育の基盤づくり 

様々な事情により家庭から離れ措置される子どもは、これまで枚方市外の乳児院や児童養護施設

等で養育されてきましたが、令和８年４月、枚方市内に児童養護施設及び乳児院が新たに設置される

予定です。 

本市において、毎年度新たに施設入所・里親委託を必要とする子どもは約４０人程度であることか

ら、一時保護の長期化を防ぎ、必要なタイミングでできる限り市内の施設や里親家庭で生活できるよ

う、社会的養育体制の確保方策を示す、「枚方市社会的養育推進計画」を策定する予定です。 

また、児童相談所とまるっとこどもセンター、児童養護施設を含む社会的養育の役割について、市民

等に理解され、協力していただけるよう、広報啓発等にも取り組みます。 

 

（５）児童相談所設置にともなう大阪府から移譲される事務の整理 

本市が児童相談所を設置することにより、児童相談所業務以外に、里親登録に関する事務や療育手

帳にかかる判定業務等、以下の各種事務が大阪府から移譲されることになるため、確実に遂行できる

よう、大阪府との協議を進めるとともに、児童相談所、まるっとこどもセンター、関係部署の役割の整

理を含めて、市としての体制を構築します。 
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図表 39 府から移譲される事務 

 事務の名称 概要 備考 

１ 
児童福祉審議会におけ
る調査・審議 

子どもの一時保護や施設等への入所の措置、措置中の支
援等に対する子どもの意見や意向についての調査審議・
意見具申を行う。 

 

２ 里親に関する事務  
里親の認定。里親の普及啓発、情報提供、研修。養育里親
の名簿の作成。 里親の選定および里親と児童間の調整。
里親への指示、報告聴取等を行う。 

 

３ 児童委員に関する事務  児童委員の指揮監督及び研修を行う。 既に実施 

４ 
指定療育機関に関する
事務  

結核罹患児童の医療に係る療育の給付及び給付事務を
委託する病院（指定療育機関）の指定を行う。  

既に実施 

５ 
小児慢性特定疾病の医
療の給付に関する事務 

小児慢性特定疾病医療費の支給、医療機関の指定等を行
う。  

既に実施 

６ 
障害児入所給付費の支
給等に関する事務  

障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所
障害児食費並びに障害児施設医療費の支給を行う。  

 

７ 
児童自立生活援助事業
に関する事務  

児童自立生活援助事業の届出、検査等制限又は停止を行
う。  

 

８ 
児童福祉施設に関する
事務 

児童福祉施設の設置認可等を行う。 
既に実施 

（助産施設・母子生活支援施

設、保育所のみ） 

９ 
認可外保育施設に関す
る事務  

認可外保育施設への指導監督等を行う。  既に実施 

10 
小規模住居型養育事業
に関する事務  

小規模住居型養育事業の届出、検査、制限又は停止を行
う。 

 

11 
障害児通所支援事業に
関する事務  

障害児通所支援事業等の届出、検査、制限又は停止を行
う。  

既に実施 

12 
一時預かり事業に関す
る事務 

一時預かり事業の届出、検査、制限又は停止を行う。 既に実施 

13 
特別児童扶養手当に 
係る判定事務 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する障害
児及び重度障害児についての知的障害の認定診断書の
作成等を行う。 

 

14 
療育手帳に係る判定 
事務 

１８歳未満の方への療育手帳の交付にあたり、知的障害の
有無や程度について判定し、大阪府知事へ進達する。 

 

15 
障害福祉サービス等情
報公表に関する事務  

障害児入所施設等、指定障害児通所支援、指定障害児相
談支援事業者の情報公開を行う。  

 

16 
民間あっせん機関によ
る養子縁組のあっせん
に関わる事務  

養子縁組のあっせんを行う民間の機関についての許可、
指導及び助言、検査、制度周知等を行う。  

 

 

 


